
賀茂健康福祉センターより

『 住 居 確 保 給 付 金 』『 住 居 確 保 給 付 金 』 のお知らせ
常用就職を目指す方に家賃相当額を有期で給付し、安定した住居と就労の確保に向けた支援を

行います。

支 給 内 容

支給の対象となる方 相 談 窓 口

支給額

下記の金額を上限として、収入と家賃実額に応じた額を支給します。

【１ 人 世 帯】 37,200円

【２ 人 世 帯】 45,000円

【３～５人世帯】 48,300円

※ ６人以上の世帯については別途お問い合わせください。

支給期間 原則３ヶ月（一定の条件を満たせば最長９ヶ月まで延長可能）

東伊豆町

社会福祉協議会

住所：東伊豆町白田306

☎ ：0557-22-1294

河津町

社会福祉協議会

住所：河津町田中212-２

☎ ：0558-34-1286

南伊豆町

社会福祉協議会

住所：南伊豆町加納590-1

☎ ：0558-62-3156

松崎町

社会福祉協議会

住所：松崎町宮内272-2

☎ ：0558-42-2719

西伊豆町

社会福祉協議会

住所：西伊豆町宇久須258-4

☎ ：0558-55-1313

① 離職等により経済的に困窮し、住居を失

った又は失うおそれのある方

申請後、世帯の収入額及び預貯金額につい

ての審査を行います。

② ６５歳未満かつ離職等後２年以内の方

③ 離職前に世帯の主な生計維持者であった

方

④ 国の雇用施策による給付等を受けていな

い方

⑤ ハローワークに求職の申し込みをし、熱

心かつ誠実に常用就職を目指した求職活

動を行っている（または申請後行うこと

ができる）方

お住まいの町の社会福祉

協議会にご相談ください。

お問い合わせ先

静岡県賀茂健康福祉センター 生活保護課

（☎0558-24-2034 , 2035）

※当センターでは、賀茂郡にお住まいの方を対象としています。

※下田市にお住まいの方は、下田市福祉事務所または下田市社会福祉協議会内くらし支援センターにお問い合わ

せ下さい。

（下田市福祉事務所 ☎0558-22-2216）

（下田市社会福祉協議会内くらし支援センター ☎0558-22-3294）

静岡県賀茂健康福祉センター

〒415-0016 下田市中 531-1（静岡県下田総合庁舎 2階・4 階） 電話 0558-24-2032

ホームページ http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-710/ FAX 0558-24-2159

松崎保健支援室 〒410-3624 賀茂郡松崎町江奈 255-3 電話 0558-42-0262
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